
 

 砂川市選挙管理委員会告示  第２５号  

 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４条第１項、同第７５条第１

項、同７６条第１項、同第８０条第１項、同第８１条第１項及び同第８６条

第１項及び市町村の合併の特例等に関する法律（平成１６年法律第５９号）

第４条第１項、同第１１項の規定による令和５年４月１５日現在において選

挙人名簿に登録されている者の総数の５０分の１、６分の１及び３分の１の

数は、次のとおりである。  

 

 

 

   令和５年４月１５日  

 

        砂川市選挙管理委員会  委員長  信  太  英  樹  

 

 

    選挙人名簿に登録されている者の総数   １４，１０６人  

             ５０分の１の数       ２８３人  

              ６分の１の数     ２，３５１人  

              ３分の１の数     ４，７０２人  

  


